様式第１号（第６条関係）
年　　月　　日

阿南市長　宛て
申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　

阿南市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

	氏名
	生年月日
	①における年齢

	申請者
	
	年　　月　　日
	歳

	配偶者又は
パートナー
	
	年　　月　　日
	歳

	婚姻届受理日又はパートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書交付日…①
	年　　　月　　　日

	
	


　阿南市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、阿南市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。
	補助対象経費
	住宅取得費
	契約締結年月日
	　　年　　　月　　　日

	
	
	建物購入費(Ａ)
	円

	
	住宅賃借費
	賃貸借契約日
	　　年　　　月　　　日

	
	
	内訳
	敷金(Ｂ)
	円

	
	
	
	礼金(Ｃ)
	円

	
	
	
	仲介手数料(Ｄ)
	円

	
	
	
	住宅手当：初期費用(Ｅ)
	円

	
	
	
	共益費(Ｆ)
	月額　　　　円×　　箇月＝　　　　　円

	
	
	
	賃料(Ｇ)
	月額　　　　円×　　箇月＝　　　　　円

	
	
	
	住宅手当：家賃(Ｈ)
	月額　　　　円×　　箇月＝　　　　　円

	
	
	
	実質賃料(Ｇ-Ｈ)＝(Ｉ)
	　　　　　円

	
	
	小計(Ｂ+Ｃ+Ｄ-Ｅ+Ｆ+Ｉ)＝(Ｊ)
	円

	
	住宅
リフォーム費
	契約締結年月日
	　　年　　　月　　　日

	
	
	費用(Ｋ)
	円

	
	引越費用
	引越年月日
	　　年　　　月　　　日

	
	
	費用(Ｌ)
	円

	補助対象経費　合計(Ａ+Ｊ+Ｋ+Ｌ)＝(Ｍ)
	円

	交付申請額　※(Ｍ)の1,000円未満切捨て
夫婦等とも29歳以下：上限60万円
その他　　　　　　：上限30万円
	円



　※ 補助対象経費の支払いが完了してからの申請となりますので、証明書等の取得時期にご注意ください

※関係書類（各１部）（提出する際、□にㇾ点でチェックしてください。）
	婚姻届受理証明書若しくは婚姻後の戸籍謄本又は阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度による届出の事実を証明する届出受理証明書の写し若しくはパートナーシップの関係であることを証する書類　➤➤➤阿南市役所市民生活課ほか
	□　

	新婚世帯の住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)
➤➤➤阿南市役所市民生活課ほか
	□　

	申請日時点で最新の所得証明書　➤➤➤阿南市役所税務課ほか（R7年1月1日現在居住していた市区町村）
	□　申請者
□　配偶者又は
パートナー

	[bookmark: _GoBack]申請日時点で最新の市税の納税証明書　➤➤➤阿南市役所税務課ほか（阿南市が発行したもの）
	□　申請者
□　配偶者又は
パートナー

	住宅取得費の申請をする場合
	住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し　➤➤➤契約相手方
	□　

	
	領収書の写し　➤➤➤支払先等
	□　

	住宅賃借費の申請をする場合
	住宅手当支給証明書（様式第２号）
➤➤➤勤務先の会社等
※ 離職中の方は、離職票の写し又は退職証明書の写し
	□　申請者
□　配偶者又は
パートナー

	
	住宅の賃貸借契約書の写し　➤➤➤契約相手方
	□　

	
	賃料等の支払額が確認できる書類の写し
　➤➤➤支払先等
	□　

	住宅リフォーム費の申請をする場合
	工事契約書、請書又は見積書の写し
　➤➤➤契約相手方
	□　

	
	領収書の写し　➤➤➤支払先等
	□　

	引越費用の申請をする場合
	引っ越しに係る領収書の写し　➤➤➤支払先等
	□

	貸与型奨学金を返済している場合
	貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類　➤➤➤奨学金の貸与機関
	□　申請者
□　配偶者又は
パートナー

	誓約書兼同意書（様式第３号）　※ 別々の認印を使用
	□

	その他市長が必要と認める書類
 （　　　　　　　　　　　　　　　                             　）
	□


◆ 戸籍謄本（全部事項証明書）及び住民票の写しはコンビニ交付のほうが窓口より１００円お安く取得可能です。≪マイナンバーカードが必要≫
◆ 戸籍の広域交付制度により、戸籍謄本は本籍地に関係なく最寄りの市区町村の窓口で取得可能です。


